
平成３０年度第１回国民健康保険事業の運営に関する協議会開催について

国民健康保険法第１１条第２項の規定に基づき、平成３０年度第１回国民健康保険事業

の運営に関する協議会を開催したのでご報告します。

記

1. 報告事項 平成３０年度第１回国民健康保険事業の運営に関する協議会

開催について

2. 開催日時 平成３０年７月２０日（金）１４時～１５時２０分

3. 主な議題

① 会長の選任

② 報告事項「国民健康保険広域化の影響について」ほか

厚 生 委 員 会 資 料

平成３０年７月３０日

健康推進部国保医療年金課



平成 30年度 第１回 

品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会次第 

平成30年 7月 20日（金） 

午後２時00分～午後４時00分 

  防災センター４階 災害対策本部室 

1. 開  会           

2. 副区長挨拶         中川原副区長

3. 新委員紹介 

4. 会長の選任 

5. 会長挨拶 

6. 議事録署名人指名（２名） 

7. 報告事項 

国民健康保険広域化の影響について 

平成３１年度国民健康保険料率 検討スケジュール 

8. その他 

9. 閉  会          福内健康推進部長 

司会 三ッ橋国保医療年金課長 



国民健康保険制度広域化（都道府県化）
の影響について

平成３０年７月２０日開催

品川区国民健康保険運営協議会 資料1
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１ ．国民健康保険制度（国保）とは

国民健康保険制度（国保）は医療保険として、加入者の方（被保険者といいます）が怪我や病気になっ
た際に、必要な保険給付を行うことにより、国民の健康の保持向上を果たすことを目的としています。

こうした保険給付を行うものを「保険者」といい、区市町村が行う国保のほかに、会社員が加入する社
会保険や、７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度などがあります。一般的に、他の制度の加入対象
とならない方が、必然的に国保に加入することとなります。
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《医療保険制度の各保険者のイメージ》

社会保険
（健康保険組合・協会けんぽなど）

後期高齢者医療制度（７５歳以上）

（区市町村）国保
⇒他の制度に加入している人以外が加入する

生活保護等

品

川

区



２．これまでの国保の財政運営の状況

これまでの国民健康保険の財政運営の仕組み》

交付金

国保では、①医療給付費等の支払いを行うほか、他の制度である②「後期高齢者医療制度」および
③「介護保険制度」に対する拠出金を支払うことが義務付けられています。

そのため、国や都から交付される交付金や、被保険者から支払っていただく保険料を財源として、上
記の①～③の支払いに充てていました。

品 川 区
（一般会計）

医療機関

被保険者国保連合会

①医療給付費等の支払い 保険料の支払い

医療サービス

品 川 区 （国保会計）

国

東京都

社会保険
診療報酬支払基金

交付金

他の制度（②後期高齢者医療制度や
③介護保険制度）への拠出

制度間の不均衡調整のため
の交付金
（前期高齢者交付金等）

窓口負担の支払い（３割）

国・都の公費や保険料を、医
療給付費の支払いに充てる
ため、収入状況により、支払
いができなくなるリスクがある。

⇒この場合は、 （住民税等が
財源となる一般財源である）
区の一般会計からの繰入を
行い、不足分に充てることに
なる。

後期高齢者医療制度

介護保険制度

社会保険等
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《都道府県化後の国民健康保険の財政運営の仕組み》

国 保 連 合 会

品 川 区（国保会計）

医療機関

被保険者

国

東 京 都（国保会計）

社会保険診療報酬
支払基金

医療サービス

（１）「①医療給付費等の支払い」に必要な
費用を全額「交付金」として支払う。

（２）都が標準保険料率を基に決定した、
「納付金」を都へ納付する。

①医療給付費の支払い

制度間の不均衡調整のための交付金
（前期高齢者交付金）

後期高齢者医療制度

介護保険制度社会保険等

A区

B市

他の区市町村も
同様の関係

・・・

３．平成３０年度からの国保の財政運営のしくみ
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平成３０年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、区市町村とともに国保制度の運営を担うこ
ととなりました。

医療給付費等の支払に必要な財源の１００％を、都が交付金として区へ支払うことになります。一方で、
区は標準的な保険料相当額である「国保事業費納付金(以下、納付金）」を都へ納めることとなります。

窓口負担の支払い（３割）

他の制度（②後期高齢者医療制度や
③介護保険制度）への拠出

交付金

都
（一般会計） 都の繰入

保険料の支払い

品 川 区
（一般会計）

医療給付等に係る財源を都が一
括して負担するため、医療給付費
等を支払えなくなるリスクを回避
できる。

⇒広域化後も区の一般会計の繰
入を用いて、保険料負担の軽減
を図ることは可能。



３．平成３０年度からの国保の財政運営のしくみ

医療給付費等は今までどおり、区が医療機関へ支払うことになりますが、その財源について東京都が１０
０％交付してくれることになります。

一方、区は標準的な保険料相当額である「医療分納付金」を都へ支払うことになります。医療分納付金
の財源は被保険者からの医療分保険料となりますが、不足する場合は区の一般会計からの繰入金で賄
うことになります。

①「医療給付費分等への支払い」とその財源について

医療給付費等

保険給付費等交付金

前期高齢者交付金

１００％

保険料

社会保険

《国保広域化後の医療給付分等の財源構成》

東 京 都（国保会計）

医療分納付金
（標準的な保険料額）

医療機関

品

川

区

品川区の
一般会計

※保険料負担を軽減したこ
と等により、納付金財源が
不足する場合は、区の一般
会計から繰入れを行う。

被保険者

繰
入
金

国

都
（一般会計） 都の繰入

交付金

繰入

必要な費用の１００％が
都から交付される

支払う 支払う
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３．平成３０年度からの国保の財政運営のしくみ

後期や介護の拠出金については都が直接支払う形に変更となります。

区は後期分と介護分の標準的な保険料額である「（後期分・介護分）納付金」を都へ支払います。

納付金の財源は被保険者からの後期分保険料および介護分保険料となりますが、不足する場合は区の
一般会計からの繰入金で賄うことになります。
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②「後期高齢者医療制度および介護保険制度への支払い」とその財源について

介護分保険料

《国保広域化後の後期分・介護分の財源構成》

東 京 都（国保会計）

後期分納付金
（標準的な保険料額）

品

川

区 ※医療分と同様に、後期分や介護分
の納付金財源が不足する場合は、区
の一般会計から繰入れを行う。

被保険者

国
都

（一般会計）

都の繰入交付金

40歳～64歳
の

被保険者

後期分保険料

介護分納付金
（標準的な保険料額）

後期高齢者
医療制度

介護医療制度

都へ支払い 都へ支払い

保険料の支
払い

保険料の支
払い

徴収した保険料を納
付金の財源に充てる

徴収した保険料を納
付金の財源に充てる

全
国
で
調
整

全
国
で
調
整

都が各制度へ支払う
都が各制度へ支払う



４ ．平成３０年度からの保険料率のしくみ

東京都は６２区市町村全体の「納付金総額」金額を算定し、各区市町村の被保険者数や所得水準を勘案
し、個別に納めるべき「納付金」を決定します。（前年度中に次年度の金額を見込みます）
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③「納付金」と「標準保険料」について（その１）

６２区市町村の
医療給付費等 見込※

国からの交付金や
都の法定繰入金 見込－

A区
納付金

B区
納付金

C区
納付金

D区
納付金

E市
納付金

G町
納付金

F市
納付金 …

６２区市町村全体の
納付金総額

６２区市町村の被保険者数の規模や
所得水準に応じて按分

＋
更に医療費水準を加味

東
京
都

被保険者数の多い団体や所得水準の
高い団体⇒納付金額が大きくなる

被保険者数の少ない団体や所得水準の
低い団体⇒納付金額が小さくなる

・医療費水準が高い団体
⇒納付金額が大きくなる。

・医療費水準が低い団体
⇒納付金額が小さくなる。

マイナス

《医療分納付金の例※》 （※後期分や介護分も同様の考え方でそれぞれ算出します。）

都が各区市町村ごと
の金額を決定する



４ ．平成３０年度からの保険料率のしくみ

東京都は各区市町村の納付金額を決定したあと、さらに納付金額を納めるために必要となる「あるべき
保険料額」と「あるべき保険料率（標準保険料率）」を算定し、各区市町村に提示します。

③「納付金」と「標準保険料」について（その２）

A区の
納付金額（38億）

都に納める金額ではないが、区の国保
事業として必要となる「特定健診等に要
する経費」、「出産育児一時金に要する
経費」などを加算する。

加算
（２億）

Ｘ

A区の
あるべき保険料総額

（40億）

東京都が提示する「標準保険
料率」どおりに、実際の保険
料率を設定すれば、都へ納
める納付金等を賄える。
⇒あるべき保険料率

均等割
総額
（16億）

所得割総額
（24億）

A区の「あるべき保険料総額」を、具体的
に所得割で徴収する保険料と、均等割
で徴収する保険料に分ける。

均等割額
16,000円

÷ 被保険者数見込
（100,000人）

÷ 被保険者の
所得総額見込

所得割率
8％

（都が提示する）

A区の標準保険料率

《東京都における標準保険料率の算定》

所得割総額を所得見込で
（÷）除して、均等割総額を
被保険者数で（÷）除して、
それぞれ均等割額と所得割
率を決定する。
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⇒この場合、都へ納める「納付金」の財源が不足するため、区の一般会計の繰
入金にて賄うことになる。

４ ．平成３０年度からの保険料率のしくみ

東京都はあるべき保険料率として各区市町村ごとに「標準保険料率」を決定しますが、各区市町村は提
示された標準保険料率を参考にして「実際の保険料率」を決定することになります。
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④「標準保険料率」と「実際の保険料率」の関係について

《各区市町村による保険料率の決定》

均等割額
16,000円

所得割率
8％

（都が提示する）

A区の標準保険料率
例１）都の標準保険料率をそのまま区の保険料率に設定する。

均等割額
16,000円

所得割率
8％

例２）都の標準保険料率と異なる保険料率を設定する。

均等割額
15,000円

所得割率
8.5％

A区の実際の保険料率

参

考

例１

例２



特別区基準保険料方式

杉並区
大田区
品川区 足立区

特
別
区
の
納
付
金
総
額

均等割

所得割

２３区の納付金総
額をベースに保険
料率を算定

・・・

33

４ ．平成３０年度からの保険料率のしくみ
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５．国保資格を都道府県単位で管理

都道府県単位で資格管理を行う仕組みへと見直し。

• 都道府県レベルでの資格異動
→資格取得（喪失）年月日

• 区市町村レベルでの資格異動
→適用開始（終了）年月日
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６．平成３０年度からの国保制度（まとめ）
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《まとめ》

◎都道府県が財政運営の責任主体。区市町村とともに国保制度の運営を担う。

◎医療給付費は引き続き区が医療機関に支払うが、都から保険給付費等交付金として
１００％交付される。一方、区は医療分の標準的な保険料金額である「（医療分）納付
金」を都へ支払う。

◎後期や介護の拠出金は都が直接支払う。区は「（後期分・介護分）納付金」を都へ支
払う。

◎都は区市町村ごとの被保険者数や所得水準に応じた「納付金」と「標準保険料率」を
提示。「標準保険料率」どおりに保険料率を設定すれば納付金を全額賄える仕組み。

・・・特別区は独自に基準保険料方式を採用。

◎国保資格は都道府県単位で管理。都内での転出入は資格適用開始(終了）年月日と
して管理する。



７．新制度の運営状況

• 平成３０年４月以降、大きな問題なく新制度に
移行

• 概ね順調に運営（財政運営・資格管理）
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平成３１年度　国民健康保険料率　検討スケジュール

会議体の名称

品川区国保運営協議会

東京都連携会議

東京都国保運営協議会

特別区長会

品川区議会

1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月

第
1
回

第1回 第2回

区
長
会

副
区
長
会

第1回定例会

第
2
回

第1回 第2回 第3回

最終案標準保険料率

算定方法

標準保険料率

算定結果

基準保険料率

の申し合わせ

品川区国民健康保険運営協議会

資料２



補足資料 / 激変緩和策の概要
品川区国民健康保険運営協議会　参考資料1

○ 平成３０年度の激変緩和措置

・
・
・

129億円

○ 後年度推計（東京都連携会議資料より抜粋）

平成30年7月20日

H30

62.7億円 49.5億円 23.6億円

H31 H32 H33 H34 H35

27.5億円33.1億円39.8億円

①≪国の激変緩和措置≫

Ｈ30年度400億円（48.7億円）
（都へは６年間で総額157億
円）

②≪都独自の財政支援≫

Ｈ30年度14億円
（6年間で総額79億円）

Ａ区

Ｂ区

品川区

納付金

都全体の納付金

（緩和措置後）

激変緩和措置等に

よる減額分

品川区

保険料

③≪２３区統一の激変緩和措置≫

6％相当額を一般財源から繰入
（Ｈ30年度・毎年1％ずつ削減）

国

48.7億

保険料

都

32.5億 27.1億 21.7億 16.2億 10.8億

17.0億
12.7億

11.4億 11.3億 12.8億

保険料
保険料 保険料 保険料 保険料


